
    

平成 26 年度 長崎県介護支援専門員連絡協議会事業計画 

 

【基本方針】 

介護支援専門員が自らの職務を遂行するため、職域や所属の枠を超えて連携し、介護支

援専門員としての職業倫理の確立に努めるとともに、その専門職としての知識、技術の習

得及び研究を通じ介護支援専門員の資質の向上のため、会員相互の情報交換・共有を図る

とともに、要介護者及びその家族の生活と権利の擁護、介護保険制度の適正な運営に努め、

県民の保健・医療・福祉の増進に寄与する。 

また、平成 27 年度の介護保険法改正に向け、現場介護支援専門員の意見を集約・分析

し、行政機関に届け、より良い環境で専門職として、また、地域包括ケアシステムの中で

主役としての仕事ができるよう要望・提言するとともに、早期に正確な情報を会員に届け

ることが出来るよう、日本介護支援専門員協会をはじめ各関係機関との連携を図っていく。 

 

 

Ⅰ．会務の運営 

  １．総 会     平成 26 年 5 月 17 日 

  ２．理事会     年 3 回予定 

  ３．監事会     平成 26 年 5 月 

  ４．正副理事長会  必要に応じて随時開催 

  ５．各委員会    必要に応じて随時開催 

 

Ⅱ．事業の推進 

  １．本会主催の研修会 

     （１）総会時研修                ５月１７日（土）長崎市 

（２）居宅介護支援事業所現任者研修会       ７月（予定） 松浦市 

（３）施設、居住系ケアマネジャー研修会      ８月（予定） 雲仙市 

（４）離島フォローアップ研修          １０月（予定） 壱岐市 

（５）主任介護支援専門員フォローアップ研修   １０月（予定） 長崎市 

（６）地域密着型研修              １１月（予定） 大村市 

（７）第 7 回長崎県介護支援専門員研究大会     ３月（予定） 時津町                           

     （８）その他                   随時 

        

  ２．県指定の研修会 

     実務研修会   １月～３月  長崎市・佐世保市（予定） 

     現任者研修会（基礎、課程Ⅰ・Ⅱ、実務未経験・再研修） ６月入札参加 

     その他県及び市町からの委託事業 

 

  ３．組織強化活動 

    （１）各介護支援専門員の連携強化のため、県・地区組織への加入促進を行う。 

    （２）組織強化のため、地区協議会への一部助成や情報交換等を行う。 

    （３）会員の資質向上ため、各種助成金等の申請を行う。 



    

  ４．国・県・市町関連団体等への意見提言 

    （１）制度改定に伴う意見・提言。 

    （２）業務環境の改善等に伴う意見・提言業務。 

 

５．広報活動の強化 

    （１）ホームページ・メールよる介護支援専門員に関する情報の収集及び提供。 

 （２）その他社会福祉制度の動向に関する情報の収集及び提供。 

 

  ６．各関係機関・団体・種別協議会との連携強化 

 長崎県・市町・各関係機関・団体・各種別協議会との連携を密にし、効果的な

活動を行う。 

 【参画予定：継続分】 

 ・長崎大学病院基幹型認知症疾患医療センター連携協議会 

 ・西彼口のリハビリテーション地域・医療連携作業部会 

 ・長崎地域リハビリテーション連絡行議会 

 ・長崎災害リハビリテーション推進協議会 

 

７．団体受託事業 

   各種団体より業務委託を受託し業務を行う（個別契約書に準ずる） 

 

８．日本介護支援専門員協会への協力と各種会議等への参加 

 

     

Ⅲ．諸会議・大会・研修会への参加協力 

  ○各地区協議会主催の研修会への参加・協力 

  ○各種研修への講師派遣 

  ○各種関係団体が行う各種研修会後援依頼への協力 

 


